
マイナンバーカードを活用した当組合の健康保険の事務手続きについて 

 

・保険証は令和６年１２月２日に廃止されることが決定しました。 

・マイナンバーカードがあれば、当組合の健康保険の事務手続きの中で、 

住民票が不要になる手続き（住所変更や氏名変更等）があります。 

・住民票の取得には費用がかかりますが、マイナンバーカードの取得には費 

用がかかりません。 

・費用負担軽減の観点から、是非、マイナンバーカードを取得されていない

方は取得をご検討ください。 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個

人情報の提供等に関する命令第１８条の規定により、マイナンバーカードに記載された氏名・住所・生年月日・性別等は、住

民票に記載されている事項と同一であるとされています。そのため、当組合の健康保険の事務手続きのうち、事業主様において、

住民票により氏名・住所・生年月日・性別を確認していただいている下記の届書（※）に係る事務手続きについては、マイナン

バーカードにより当該情報を確認していただいて差支えありません。 

 ※健康保険被保険者資格取得届  健康保険被扶養者（異動）届  健康保険住所（居所）変更届 

   健康保険氏名変更届  健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 

横浜港湾健康保険組合 


